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【休眠預金等活用法における追加規定】 

 ３．（休眠預金等代替金に関する取り扱い） 

 （１）各種預金について各預金規定で定める最終異動日等から 10年を経過した場合、休
眠預金等活用法に基づき、預金保険機構への移管とともに各種預金に係る債権は消

滅し、預金者等は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することになり

ます。なお、この規定において「各種預金」としていない当行が取り扱う以下の預金

については休眠預金等活用法上の預金等には該当せず、本項の対象外となります。

  ＜休眠預金等活用法上の預金等に該当しない当行の預金＞

  財形預金、マル優口座、譲渡性預金、仕組預金、外貨預金(但し非居住者円預金は該当) 
 （２）前項の場合、預金者等は当行を通じて各種預金に係る休眠預金等代替金債権の支払

いを請求することができます。この場合において、当行が承諾したときは、預金者等

は当行に対して有していた預金債権を取得する方法等によって、休眠預金等代替金

債権の支払を受けることができます。

 （３）預金者等は、第 1項の場合において、以下に掲げる事由が生じたときは、休眠預金
活用法第 7 条第 2 項による申し出および支払いの請求をすることについて、あらか
じめ当行に委任します。

①各種預金に係る休眠預金等代替金の支払いを目的とする債権に対する強制執行、

仮差押または国税滞納処分（その例による処分を含みます。）が行われたこと。

②各種預金に係る休眠預金等代替金の一部の支払が行われたこと。

（４）当行は、次の各号に掲げる事由を満たす場合に限り、預金者等に代わって第 3項に
よる休眠預金等代替金の支払いを請求することを約します。

①当行が各種預金に係る休眠預金代替金について、預金保険機構から支払等業務の

委託を受けていること

②前項に基づく取り扱いを行う場合には、預金者等が当行に対して有していた預金

債権を取得する方法等によって支払うこと。

４．（預金取引の停止・預金口座の解約） 

    各種預金について休眠預金等活用法に基づく預金保険機構への移管とともに各種

預金に係る債権が消滅した場合、当行は当該預金取引を停止すること、および当該預

金口座を解約することができるものとします。

５．（規定の改定） 

この規定を改定する場合は、改定内容を記載した店頭掲示物またはホームページ

等にて告知するものとします。

                               以上（2019 年 3 月）


